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はじめに

身体学は、新規の学問領域としてその成立を目指
し、そのための原理論と方法論がそれぞれ研究され
てきた。まず原理論の研究であるが、それにおいて
以下のことが課題となっていた1。

1． 運動と空間構成に関わる「キネステーゼと時間
意識」の研究とその分析方法の呈示

2．  「ゼロのキネステーゼ」による身体性と自我の発
生の解明

3．  「間身体性」おける感覚の形成と原交通（モナド
の共鳴）の解明

これらは、キネステーゼと時間意識の研究（1．）と身
体性と自我の発生（2．）そして、間身体性の問題（3．
の課題における原交通以外の要点）まで、その研究
が遂行された2。したがって、身体学の理論的な骨
子はほぼ構築されたと考えてよい。もちろん、これまで
に規定された原理は、今後の研究の進展によっては
変更の可能性はある。しかしながら、研究の核ない
し足場は、キネステーゼと時間意識の関連を明らか
にしたことで確保されていると考えられる。今後もこの
理論的な骨子を基礎に据え、また常に再点検を施し、
実情に合ったものへ改善していくことになる。
しかしながら他方で、方法論についてであるが、こ
ちらは原理論ほどの確立はできていない。例えば、
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Abstrakt
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身体学構築の当初に設定された方法論は、以下のこ
とであった3。

1. 映像による運動の記録
2. 擬音語や擬声語、擬態語（オノマトペ）による表
現

3. 運動や技に対する反省による経験の明確化
4. 運動や技に対する修得や達成という動機の言語
化

これらは、身体学研究の方法における実践ということ
で、様々なスポーツと武道の実施者の協力のもと、
記録の収集（1．）やレポートやインタビューの収集（3．、
4．）がなされた。そのデータはある程度の量が揃って
いる4。しかしながら、そうした体験記述を中心とした
データを収集したものの、収集自体が作業として先
行したため、その活用やエビデンスに関する方法論
上の理論構築は詳細には考察されず、課題として
残ってしまった。その課題とはつまり、実際のデータ
収集の方法はもちろんだが、何より、それらの「収集
したデータをどのような資格において扱うのか、扱う
こと自体に関する理論的な正当性が確保できている
か」、という点である。これらが未だ曖昧なままに留まっ
ている。
なぜこうした点が改めて問題となるのか。この理由
は、以前に拙論で述べた5ことではあるが、身体学
研究が運動感覚の意味と価値を中心にして研究を展
開するとすれば、自然科学的な方法における、事象
を客観化して数的な処理を行うといった、いわゆる量
的研究とは異なるという点にある。では、そうした一
般的な科学の方法論を用いないとすれば、どのよう
な探究方法がそうした課題やデータに研究の正当性
を与えられるのか。これが問われねばならない。した
がって、収集したデータを生かして探究を継続して
いくために、これらの問題を考察し、研究自体の方法
論の確立が急がれる。
そこで本論考において論究される中心的な問題は、
身体学的な研究を量的研究ではない「質的研究」とし
てどう規定していくのか、というものとなる。身体学の
研究は、上述の通り量的研究のような一般化を目標と

してはいない。事実的な事象から本質を直観するこ
とはあっても、単に抽象化したり、モデル化したりと
いった、科学的な理想化とは異なる6。なぜなら、そ
うした抽象化から零れる具体性や特殊性にこそ、身
体の現実があり、それが身体を成立させる諸要件を
理解する手引きになるからである7。したがって本論
考では、論究の方向性として、（1）体験記述という質
的な研究方法の妥当性を考察し、（2）身体学におけ
る研究のプログラムを提案する。これらのことによって、
どのような手続きから指導者や選手による体験記述
が研究素材としてエビデンスを有するのか、ということ
を示し、その上で最終的に体育やスポーツの現場に
おける身体学の実践的な研究プログラムを構築した
い。

1．他者の体験は明証性を持つのか

1）質的研究の意義
身体学研究において研究対象となるのは、スポー

ツ、武道の領域で言えば、指導者や選手といった現
場において活動する人たちの生き生きした体験そのも
のである。身体学では、現場において生じている体
験の在り方とその変化における機微をインタビューや
本人の自己反省によって取り出すのだが、そこに示さ
れる内容をいかに理解し、分析し、解釈するのか、と
いう点から研究が進められる。つまり、身体学研究は、
研究対象者の運動経験の価値と意味をそのまま研究
の素材とし、そこから身体経験の本質を理解すること
を目的とするのである。こうした研究の仕方は、周知
の通り、すでに現象学を応用した諸学問領域（スポー
ツ運動学、精神病理学、看護ケア、リハビリテーショ
ン等）において用いられている。こうした諸領域全て
が「身体」を巡って研究が展開されていることからす
れば、身体学もそれらに与する研究となる。だが、そ
こで共通することは、単に身体に眼目が置かれるとい
うことのみではなく、生き生きした個々人の体験という
内容豊かなデータの有用性と重要性である。
体験内容の有用性と重要性は、直観的にも理論的

にもそれぞれの実践領域で確認されている。代表的
なもので言えば、分裂病（統合失調症）を現象学の
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方法を用いて研究したブランケンブルグの『自明性
の喪失』8 がある。ブランケンブルクは、患者の詳細
な病歴提示に基づいて、「患者の経験、体験、行
為および自己表出（Sichdarleben）を規定している或
る特別な生活世界が、【彼にとって】どのように構成さ
れているのか」9 ということを問題にし、分析を行ってい
る。そこでブランケンブルクは、生活世界という「前
科学的経験段階」10 における特定の患者の詳細な病
歴提示を主題にすることで、その段階における精神
病的な内容の豊饒さの指摘と、その分析によって見
いだされる精神病理の新たな本質規則性、すなわち
超越論的自我と経験的自我の関係における障害とい
う発見を得た。このように、ブランケンブルクのこだ
わった臨床という場面を研究フィールドとした学問領
域の構築、より具体的に言えば、患者や当事者の具
体的な体験の活用は、以降の実践系の研究領域に
新たな展開をもたらし、発展を促進させたと言えるだ
ろう。
では、こうした有用性と重要性を持つ具体的な体
験というデータは、諸学問の中でどのような方法によ
り収集されるのか。このような体験の諸内容を研究に
用いるための方法は、繰り返すが、自然科学的な客
観性重視の量的な研究法ではなく、主観的な意味と
価値を巡る質的な研究方法となる。その質的な研究
方法とは、例えば、社会学由来のグラウンデット・セ
オリー・アプローチやエスノグラフィー、カウンセリン
グ分野における、ナラティブ・アプローチやフォーカ
シング、シンキング・アット・ジ・エッジ、現象学由
来の解釈的現象学的分析や借問分析などがそれで
ある11。近年、こうした主観的な経験の特殊性や固
有性を重視する研究が隆盛しており、人間存在の実
存的な意義に関わる活動を研究する方法が模索され
ている。
こうした質的な研究方法の現状について付言する

とすれば、2010年代に入り、国内では関連する書籍
が多く出版されているということが指摘できる。質的な
研究自体は、心理学や社会学が従来から用いてきた
ものであるが、近年では上述のように、医療、看護
など臨床領域から現象学的な体験記述を求める傾向
が強まっている12。また、様々な質的研究方法を集

めた書籍も注目を浴びている13。したがって、エスノ
グラフィーや、ナラティブ・アプローチなど様々な方
法が提示され、枚挙に暇がないのが現状であると言
える。そうした諸々の方法論は、医療臨床領域だけ
でなく、「現場」を持つ研究領域では共通の関心事
であり、本研究が関わる体育学領域においても同様
である。特に、スポーツ運動学では、指導者と選手
との「借問分析」が基礎的かつ本質的な研究方法で
ある以上、こうした研究動向と呼応するところが多分
にあると言えるだろう14。
そうした現場において見いだされる生き生きした体
験の内実を研究対象とする場合に、上記の研究領域
でフッサール現象学の「現象学的還元」が方法とし
て用いられることが多々ある。この方法が用いられる
理由は、研究者が研究対象者の記述や発言に対し
て、先入観を排除し、それらをありのままに捉えて考
察するといった方法的な態度を有する点にある。この
方法は、現象学における「事象そのものへ」という格
率を最もよく示している。例えば、我々は、知覚や表
象、判断という認識作用を無意識に行使するが、そ
れらにおいて無批判的に、素朴に対象措定 15してし

まう。この対象措定は、研究において回避すべき偏
見や先入観といった認識のバイアスを原理的に生じ
させてしまう。認識のバイアスがそのように不可避的
に生じてしまうからこそ、この方法によってそれを意識
的に解除せねばならない。そうすることによって、事
象の現われをそのままに保持しつつ、バイアスを含め
た認識自体を吟味したり、その現われの新たな解釈
の可能性を開いたりすることができるようになる。この
ことが、現象学的還元の優れた点である。

2）質的研究方法としての現象学の問題点
この現象学的還元という方法は非常に高い汎用
性と有用性を各領域の研究にもたらしている。上記
の各学問領域と現象学をキーワードとして検索すれ
ば、多くの文献と論文がヒットするだろう。だがそこ
で、現象学的還元を遂行した後に露呈された内的
意識という主観的な体験を研究対象とする際に常に
問題となるのは、その体験のエビデンス（明証性）で
ある。なぜこの体験のエビデンスが問題になるかと
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言えば、感性的な直観内容がいくら本人にとって明
証的であっても、客観的でないということから、そもそも
データにならないという考え方（批判）が一般に支配
的だからである。体験とは、他ならぬ「私の」体験で
あり、主観的かつ私秘的であるため、確かに客観的
ではない。この問題は、現象学だけでなく、質的研
究の躓きの石とも言えるが、しかし逆に、この問題を
解決できれば、現象学の方法は哲学と科学を架橋す
るための橋頭堡となり得るだろう。
この問題について、各研究とも、必ずと言っていい
ほどこの点に関する考察を含めながら現場での研究
を行っているにもかかわらず、その根拠はそれほど明
確に、積極的に規定されているとは言えない。例えば、
「現象学的還元をしているので質的研究がそのまま
できます」と言っただけで、諸科学や他学問の領域に
コミットできるというわけではない。確かにフッサール
もメルロ＝ポンティも、そしてハイデガーも、諸科学の
成果を参照して現象学的な探究を深めているが、そ
の先例を引き合いに出しさえすれば、各学問領域に
おける前提的な規定、すなわち現象学的研究にとっ
て括弧入れしたいバイアスをキャンセルできるというこ
とではないのである。それらの学問が語る事象や領
域に合わせて、それらの前提となっている点、核になっ
ている点を常に確認し、できる限り正確に理解しようと
努めなければ、研究の足場が貧弱なものとなるだけ
でなく、非常に不躾な話にしかならなくなってしまう。
そうしたことを回避すべく、近年、そうした前提に対
処し、現象学的な研究遂行の根拠を示すために、ジ
オルジの研究が参照されることが多い。その理由は、
ジオルジが、科学がそもそも間主観的なものとして成
立するというフッサール現象学の考え方に依拠して、
質的研究の正当性を主張しているからである16。つま
りそれは、極めて雑駁に言えば、古い主観‒客観図
式で科学を考えるのではなく、間主観的に客観が成
り立っているという考えに立てば、個々の主観も正当
性を認められるという主張なのである。この主張の下
で、こうした間主観性という理論を持つ現象学的な研
究は、諸学問の領域に入り込む正当性を一応保証
することができる。もちろん、この観点は、他者の体
験の明証性を確保するということに関して強い意味で

主張されているわけではないが、少なくとも、個々の
人間の経験自体をデータにすることを認めていること
には変わりない。現状、各領域の研究は、こうしたこ
とを根拠に進められているが、本論考では、さらにそ
の前提に踏み込んで論究し、さらに強硬な正当性を
有するために、明証性の観点から補強を試みる。
とは言え、そのような質的研究の隆盛があるとして
も、研究が「学問／科学（Wissenschaft）」であるた
めには、一般化（客観化）によって「現象の確からしさ
（蓋然性）を増す」という目的を履行しなくてはならな
いということも前提としてある。そうしたことが前提とし
て外し得ないならば、研究内容が偶然的な事例のみ
に完結するのではなく、類似の事例にも敷衍されね
ばならない（まさにモデル化とはそうした意図の結果
である）。こうしたパラダイムは、科学の存在意義で
すらあるだろう。そのため、例えば自然科学でなくても、
社会科学系、人文科学系である社会学でも心理学で
も、調査対象者の主観をアンケートによって点数化
し、統計処理をして量的な研究に転換し、数字の頑
健性に依存した客観性を確保する研究方法が一般
的に用いられることとなる。
だが、周知の通り、現象学は、そうした主観的な
体験の「絶対的な疑いなさ」という認識の確実性から、
体験のエビデンスを認識の内部から確保する。この
意識体験における固有性と一回性（偶然性）は、一
般性という誰でもない誰かに妥当する言明を目指すの
ではなく、たった一人の、たった一度の事象を浮き彫
りにするためのものである。精神病やリハビリテーショ
ン、看護など、特に医療領域では、まさに個人個人
の患者にとっての固有な病の痛みや苦しみが問題に
なるのであって、一般的な病名の理解が問題になる
のではない17。これはアスリートや芸術家にとっても
同様であろう。技の狂いやスランプ、創造性の停滞
といった、実存的な「限界状況（Grenzsituation）」18

は、一般化などできないのである。このことから現象
学は、外部から観測のできない意識の内実を探究す
るために、固有の体験の開示とその明証性に基礎を
置くのである。
では、単に体験の明証性に従って固有の経験を
並べ立てれば研究になるのかと問われれば、それは
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現象学の方法にとっても是とは言えない。なぜなら現
象学は、一般的な科学とは全く異なるパラダイムであ
るにもかかわらず、それと同様に、普遍的な真理を探
究しているからである。その探究において用いられる
のが、現象学のもう一つの方法である本質直観であ
る19。その方法とは、現象学的還元によって露呈され
た意識における現出から、その現出が現出として生
成される根本構造（形相や形態）を見出し、それを本
質として看取するというものである。だがそこで得られ
る本質は、変化や更新を前提とした開かれた本質で
ある。つまり、固定的な、永久不変という理想がバイ
アスとしてかかってしまっているといった意味での本
質ではなく、「事象のありのままのかたち」を手に入れ
るための手続きなのである。例えば、歩くという運動、
あるいは走るという運動など、どんな運動であっても、
その動きには固有の運動感覚が生じている。この「固
有さ」は、人によって歩き方が異なったり、ケガをし
ていつもと歩き方が異なったりといった、その個人の、
あるいはその都度のケースごとにおける運動感覚の
感じられ方を示している。そうした感覚をありのままに
取り出すことで、運動感覚のバリエーションが現象学
的な探究の原点として呈示され、それらを基にその運
動感覚ごとの成立要件が直観されるようになる。それ
ぞれのケースにおける運動感覚の気にも留めないよう
な差異性に肉薄することで、その隙間に運動理解全
体の豊かな可能性を垣間見ようとするのが、この本
質直観という方法の特性なのである。
したがって、先入観という認識（哲学で言えば形
而上学的な存在の希求）のバイアスを現象学的還元
で外し、それによって露呈された現象の、それ抜きで
はその現象自体が成立し得ないという構成要件や条
件を必当然的なものとして見出すことによって得られる
ものこそが本質なのである。こうした意味での本質は、
科学の蓋然性の精度を高めることや、理想化して一
般法則を提示することとは本来的に異なっている。現
象学で探究される本質、すなわち科学的な意味での
普遍的な真理の探究と異なるということは、以上の意
味において理解されるだろう20。
しかしながら、現象学的な諸々の方法に有用性が
十分あるとしても、以下の問題が未だ明らかでない。

それは、そもそも現象学的還元が、基本的に「現象学
する人」の意識の内在的な与件を研究対象とするた
めの方法であり、すなわち一人称的な体験の記述を
するものである、という点である。これがなぜ問題にな
るのか。それは、現象学的な方法が一人称的な体
験にしか明証性を主張できないという点が前提になっ
てしまえば、質的な研究を目指すと言っても、そうした
研究対象者の体験に「研究素材としての明証性」を
主張できなくなってしまう、という問題が生じてしまうか
らである21。記述やインタビューとして他者から提示
された主観的な内容は、いくら固有の体験が大事で
あると言っても、研究素材としていかなる資格を持つ
のかがはっきりしないままでは、こうした疑問を払拭で
きない。あるいは、弱い解釈としてだが、その疑問を
保留のままにし、提示された記述やインタビュー内容
は、現象学的還元を遂行している研究者が解釈しさ
えすれば、その素材の真偽や曖昧さを問わずに済む、
という措置を前提としてしまうことも考えられる。いずれ
の問題にせよ、研究者にとって、研究対象者の体験
である記述や証言を研究素材とすることの妥当性は、
いかにして保証され、いかにして明証性を主張できる
のかを明らかにする必要がある。

2．他者の体験が明証的であることの原理的
　  な考察

1）研究対象者の体験記述の明証性をいかにして
　 確保するのか
研究者が上述の現象学的還元と本質直観を遂行

できるということは、実践上、言わずもがなの技術で
あるが、しかしそれに伴って、他者の体験における
明証性を主張するためには、手続きとして、以下の
理解が必要であると考えられる。それは、現象学的
な思惟や研究を遂行する際に理解しておくべき前提と
しての「志向性」、「間主観性」、「間身体性」、「領
域存在論」という四つ規定である。それを明確に論じ
ることなく、理解することなく、研究者側の「態度」や「技
術」ということに依存するだけでは、上記のような他者
の体験における明証性の有無に関する批判を免れ得
ない。そのため、以下からこれら四つの規定を考察
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する。
明証性確保の可能性のために、これら四つの規定

に基づかなくてはならないということは、まずその体験
記述に触れる研究者自身が現象学的な態度でそれを
受け取ることが前提であるが、それは何より、一つ目
の志向性を理解し、その眼差しで事象や記述を捉え
なくてはならないということである。志向性とは、あえ
て一言で言うならば、認識主体が世界と切り離し得
ない相関性を持つということを意味している22。それに
よって、科学の前提である主観‒客観図式が解体さ
れ、客観的な明証性という思考自体が、一つの操作
概念であることが暴露される。それによって超越論的
な考察の次元が開示され、むしろその客観や客体と
いうものが純粋に存在するものではないということ、ひ
いては、それは厳密な意味においては根拠にならな
いということが明らかになる。したがって、この志向性
を理解することで、主と客の、すなわち自己と他者の
シームレスな状態が見出されるのである。そのことに
よって体験は、一人称でも三人称でもない、いわば
先‒人称的なもの、すなわち人称が付される以前の
状態に引き戻されるのである23。
このことが、まさに間主観性の理解を導くものであ
る。志向性の原理において、自己と他者が同等のも
のと看做されるのであれば、共存関係や共通理解の
根は、先‒人称的な次元において指摘されることにな
る。こうした、超越論的な発生の次元から各々の主
観性が成立してくるということを鑑みれば、自己の体
験の明証性も、他者の体験の明証性も、権利上は同
等であるということが導かれる。
とは言え、当然ながら他者の経験自体を自らの経験
とすることが原理的に不可能であるということは自明で
ある。他人の痛みを自分に痛みとして感覚することは
できない。しかしながら、実際に共感や同情は可能
である。これは感傷的な欺瞞などではなく、確固とし
た事実として意識に現出している。このことを現象学
的な態度で真摯に捉えるのであれば、そこに間身体
性という原理が見出される。フッサールは、自己と他
者の志向的な相関関係の中で、身体感覚の受動的
な対化（Paarungペアになるということ）による感情移
入が成立することを詳細に論じ、また、メルロ＝ポン

ティがそれを土台にして他者の経験を間身体的に把
捉し、理解することを主張している24。これらの理解
を通じて、研究者と研究対象者のコミュニケーション
自体が根源的に成立するということが明確になる。つ
まり、他者が私と同様に「体験をしている」ことの明証
性は、フッサールにおけるモナドロギーの感情移入
論、そして受動的綜合の分析から露わになる原コミュ
ニケーションという等根源性のから論じることが応用
的に可能なである。これはすなわち、原理論として認
め得るということでもある。したがって、これらの要件
を明確化すれば、他者の経験の必当然的明証性が
導き出されることになるのである。
もちろん、こうした自己と他者の間身体性ないし等
根源性から、意識に相関する「他者の意味や価値」
までもが失われるわけではない。そうした自己の意識
の相関項である他者は、相関項として逆にそれ固有
の本質を際立たせ、他者という本質を主張する。そ
れにより、その本質は意味的に際立つことで何らかの
類概念に組み込まれることになる。例えば他者の身
体活動について、その対象が、自然の領域（物理的
な側面における身体の領域）に属するのか、精神の
領域に属するのか、といった具合で、際立ち立ち現
れている意味がその内実に即してグループが作られ
る。このように、一個の概念的なグループが形成さ
れ、意味の存在として確定されることを、現象学では
領域存在論と言う。
以上のように、現象学における四つの細やかな他
者研究の理解を通過すれば、他者の体験の明証性
は、必当然的なものとして確保できるのである。した
がって、研究者は、こうした現象学の厳密な他者論
の理解という手続きを通してはじめて、本来的に他者
の体験を研究対象とすることができるのだと言えるで
あろう。

2）手続きを通過した質的な研究方法としての借問
　 分析
以上のように、現象学の四つの規定を通過するこ

とで明証性が確保された他者の体験に対して、ど
のような研究の方法が適切なものと言えるのか。つま
り、研究者が研究対象者の体験記述をどのように受
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け取り、どのようにして入り込んでいくのか、という点
について、その方法論が確立されている質的研究が
あるのかどうか、ということである。すでに様々な方法
を上記したが、紙幅の関係上、それを一つ一つ吟
味することはしないが、それでも、以上の手続きを通
過した方法は、おそらくそれほど多くはないだろう。な
ぜなら、上記の方法のほとんどがフッサールの現象
学的還元を用いているとは言え、逆に言えばそれに留
まっており、「解釈的現象学的分析（interpretative 

phenomenological analysis）」25（以下、IPAと略記
する）にしかなっていないということである。

IPAは、現象学と解釈学 26を理論的な支えとした
「個性記述学（Ideigraphy）」という質的な研究方法
である。これは、個々の人間の個性記述を正当化す
るために、経験をありのままに取り出す現象学的還元
を用い、その経験を（認識論ではなく）存在論的に解
釈するという、記述的な心理学である。これらは、ほ
とんどの質的研究の基本として了解されるものではあ
るが、しかしながら、本論の主張からすれば、以上
の手続きのうち、間身体性と領域存在論を経ていな
いため、明証性に関する批判を免れ得ないだろう。
特に間身体性の議論は、他者の経験を論究する上
で最も重要な観点であり、前提的な理解である。実
際、上述のジオルジの論及ではこの二つの観点が
見られない。では、IPAとは異なる、さらに厳密な質
的研究を実現している方法とは何か。それは、スポー
ツ運動学における借問分析であると言える27。
スポーツ運動学では、金子が上記のフッサール
現象学の他者経験の議論を下敷きに、「借問」という
指導者（伝え手）と選手ないし生徒（承け手）の運動
感覚の分析方法を呈示している28。借問とは、次々
に畳みかけていくように質問することだが、この点に
ついて金子は、「伝え手と承け手のテクストの共通
理解がまずもって前景に立てられる。その運動テクス
トにおいて、「先行理解」の運動メロディーの共鳴か
ら始めなければならない。伝え手としての指導者は、
承け手の各種の創発能力を丹念にチェックし、学習
者のもつ運動感覚能力のプロフィールをとらえておく
必要がある。同時に、指導者は自らの伝えようとして
いる運動メロディーのあるべき目標像を厳密に志向分

析し、その運動テクストの先行理解を確認しておかな
くてはならない・・・（中略）・・・伝え手自らの運動
テクストの志向分析ができていることが観察前提にな
る」29と述べている。また、「教師と生徒のあいだに
存在する人間形成という教育の‒絆も、単に皮相的な
同情や共感的な言葉だけの交信では不十分である。
相互に本原的な固有領域という「自己性」と「身体性」
に根を下ろした、生き生きと息づいている運動感覚
交信によってこそ、「間身体性」を成立させるのであ
り、それを支える指導者の専門能力として、この運動
感覚交信能力こそ決定的な意味を持つ」30 とも述べて
いる。これらの言及から一目瞭然であるように、借問
分析という方法は、厳密な現象学の研究、すなわち
本論で示した手続きを経ていることが分かる。志向性
の分析、運動という領域存在論の確定、間主観的
な眼差し、間身体的な原交通を土台とすること、全て
が揃っていると言える。したがって、借問分析は、研
究者が選択すべき質的な研究方法として、確固とし
た資格を具えていると言えるのである。

おわりに

以上のことから、他者の体験が明証的であること、
そしてその明証性を確保した上で質的研究を行うこと
の手続きが理解される。方法に対するこうした原理的
な研究を通じて、かつそのための必要な手続きを踏
むことから、他者の体験を研究データとする質的研
究の正当性と資格が得られると考えられるのである。
しかしながら、提示した借問分析は、以上の手続

きを踏んでいるからこそ、そう簡単に遂行できるもので
はないとも言える。現象学の深い見識を必要としてしま
うことから、その現象学の理解自体で、かなりハード
ルの高いものとなってしまう。また、借問分析は、基
本的に指導者と学習者の緊密なコミュニケーション
が成立していること、両者の信頼関係、領域におけ
る経験的な蓄積など、方法として実効性を持つため
には、様々な要件を必要とするだろう。この方法は、
単なるマニュアル的な方法の理解や手順の整理で
達成されることはないということが強調されねばなら
い。それは、間身体性という要点が、単なる言葉の
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理解という次元には留まらないからである。だからこそ、
この方法は、体育指導者やスポーツ選手のように、
現場を持って深く関わっている者において実行可能
性を有し、実践系ではなく、現場を直接に持たない
理論系の研究者の参入は容易でないのである。その
ため、以上の要件からすれば、そのような研究者は、
積極的に現場へ関与することが求められることになる。
これが困難な課題であるとは言え、その点はスポー
ツ運動学研究の核であるため、外すことはできない
だろう。伝承という関係は、互いの志向的な地平に
入り込むことを必要とするため、実践経験はもちろん、
少なくとも「現場に居合わせる」という経験は不可欠な
要件となるだろう。だが、だからこそ身体学研究では、
そうした直接的に現場を持たない研究者にも研究の
参入をいくらかでも容易にし、実行可能な研究方法
を呈示し、研究成果の多様性と可能性、そして一般
性を拡張したいという目標が生じる。もちろん、この借
問分析を一般の研究者が使用可能かどうかは、さら
なる分析を要するとしてもである。
借問分析の有効性は非常に魅力のあるものであ

り、質的な研究方法として活用が期待される。そこで
我々は、多くの領域で個別具体的な諸問題を解決す
るという目的を達成するため、借問分析の骨子を参
考とした、身体学研究の探究プログラムが構築でき
るか否かの可能性を模索せねばならい。今のところ
予想されるプログラムの要点は、やはり「対話」とい
うことになる。身体学研究が研究対象者の運動感覚
の呈示と分析を研究方針として持つ以上、その豊か
さを引き出すために、記述にしろインタビューにしろ、
対話という行為が欠かせない。その対話の中で、例
えば、研究者の質問による問題提起と、研究対象者
の記述、発話における内的意識の出力を繰り返し、
サイクルを作る。そうすることで、実践における内容
豊かな直観と、理論における言語化によって相互作
用を生じさせ、両者にとって新たな発見や経験を創
発する可能性を導くことができるのではないかと考えら
れる。こうした発展的な探究プログラムを具体化する
ことが、今後の課題となる。

*本論は、科学研究費助成事業（学術研究助成基
金助成金）若手研究B（課題番号16K16497）の支援
を受けてなされた研究、その成果の一部である。
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た、こうした考え方は、サールにおいても、他者の
内省報告を認めるためには、生物学的なプロセスが
意識的で心的な現象を産み出し、そしてこれらの心
的な現象が還元不可能であるということ認める以外
ないという。しかしながら、この主張の根拠は曖昧で
あり、あまりにも素朴で方法論的な説明もない。これ
らのことについて、cf. Dennett, D. C. Consciousness 

Explained, Back Bay Books, 1992. また、サール，J. 

R. 『ディスカバー・マインド』宮原勇訳、筑摩書房、
2008年を参照のこと。
22 詳細については、武藤（2016）49頁を参照のこと。
23 詳細については、武藤（2017）48頁を参照のこと。
24 詳細については、武藤（2017）46‒50頁を参照の
こと。
25 Cf. Smith, j. A. „Beyond the divide between 

cognition and discourse: Using interpretative 

phenomenological analysis in health psychology“, 

in Psychology & Health, 11, 1996, pp. 261‒271. 解釈
的現象学的分析について、その概略と批判がなされ
た、伊賀光屋「解釈的現象学的分析の方法論」『新
潟大学教育学部研究紀要』第6巻第2号所収、新
潟大学教育学部、2014年、169‒192頁を参照のこと。
26 解釈学と一口に言っても、ディルタイ由来、ハイ
デガー由来、ガーダマー由来など、かなり意味内実
が異なるが、差し当たり、人間の精神活動の所産を
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人間の体験の表現として了解する、という意味で捉え
ておくこととする。
27 ここではスポーツ運動学を主に取り上げるが、松
葉洋一、西村ユミ『現象学的看護研究』医学書院、
2014年も、厳密な現象学的研究の上に質的研究が
なされている。本論で指摘した手続きは、それを通り
抜けているかいないかで、拠るべき質的方法の吟味
を可能にするだろう。
28 金子（2002）523‒529頁を参照のこと。
29 金子（2002）524頁参照。
30 金子（2002）525頁参照。
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